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I 

本書は，20世紀のインドにおける中央政府と州政府と

の関係の性質に関する研究であって，この50年間に生じ

た両者の関係の変化およびその変化をもたらすにいたっ

た原因を追究し，中央政府と州政府と の関係の個有の性

格とその傾向の分析を目的としている。

本書の構成は， 第 1章「論理的根拠」， 第2章「イン

ドの特徴」，第 3章「歴史的背景」，第 4章「中央集権化

された官僚政治」，第 5章「現状」，第 6章「責任政府」，

第7章「連邦の妥協」，第8章「独立インド」，第 9章「回

顧と将来の見通し」の9章と，それに州再編成に関する

小ノートからなっている。

II 

第 1章は， インドにおける中央政府と州政府との関係

の性質を検討するにあたって，その前提として連邦とは

何かについて論じており，その要件として，第 1は連合

(union)を望む独立社会の結合であること。第 2は，そ

の社会は連合を望みながらも，単一体 (unity)にいたら

ず， 2組の同等の独立した権限，すなわち一般的権限と

地域的権限の配分を与えられ，おのおのはそれぞれの管

轄権内において最高であり，両政府の権限は明確に区別

され，それは法律によって保障されていること。第 3は，

ひとたび連邦が形成されたら，いかなる構成邦も迎邦か

ら脱退する権利はな く， 連邦政府はまた構成邦を除名す

る権利はないこと。以上3つの要件が連邦国家の本質的

特徴であることを各国連邦制度を調べ， また学説を引用

して論じる。

つぎに連邦制度の採用の可否については，著者は，権

限行使の 目的はできるかぎり人々の願望を瀾足させるこ

とである。ある決定がその影糊を受ける人 の々要望を具

体化する場合には，その該当事者がその決定を下だすに
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ついて主要責任をもつべきである。すべての問題は中央

政府の問題であ るとはかぎ らないのであって，ある地方

にのみ適用性のある決定を中央にまかせることは該地方

のものに責任感，創意を失わしめる。また外部からの行

政は地方の要請に適切に答える ものを欠くと い うこと

で，人々の支持を得ることはむずかしい。それゆえに，

ある権限については州政府に独立の権限を与える連邦制

は好ましいものであ る，と いう ラスキの連邦制肯定説を

引用し，この制度を支持する最高の弁設として用いてい

る。

第 2章では，本題の検討にはいるまえに，それではイ

ンドが連邦制を採用するにいたったのはどのようなイン

ドの状態に由来するのかと して， その基盤をなすインド

の一般的特徴について論及しようとする。すなわちイン

ドの地形は三角形状の準大陸をな し，その一辺の西と東

は山脈にふちど られ，他の二辺は海に臨接している。 こ

の地形は外国から侵略を受けやすく， 古来から数多くの

侵害を蒙っているが，このことは多くの国の場合，実際

には強力な統一をも たらす大きな要素となっているが，

インドの場合は歴史的にみてかかる外敵に対抗するため

真の強力な共同戦線を作ったことがなく， 時の為政者は

かえ って国内闘争における 自己の利益をはかるために外

国の援助を歓迎，要求するといった状態がみられ，歴史

的にも全国的統一に欠ける傾向を有していたこと。また

他の重要な特徴として，インド各地において自然環境が

きわめて相進し，かかる現境下にある住民は人種的に異

なるだけでなく，これらの諸条件によって生活習恨も全

くといってよいほど異なり，宗教， 言語もまた同様であ

ることを論じ，このような歴史と広大な地域をも ち，社

会，宗教，人種，言語も相違するようなインドでは連邦

制がもっ ．と も適すると考えられるという 。

さらに著者は， これ らの特徴に加えて， もっとも重要

なイン ドの特徴としてイギリスのインド支配を挙げ， そ

れがインドの政治生活にきわめて重要な役割を果たした

こと を指摘している。その第 1は，イ ンドに完全な政治

的・経済的統一をもたらし，第 2には強力な中央集権化

された行政を確立したが，責任政府の制度をも ちこまな

かっ たこと。第 3にはインドに多くの既得権をつ くりだ

し，インド人への権限の誤渡を進めるにあたって多くの

妨害を与えたことである。たとえばそれら既得権として

は， モスレ ムな どの少数民族の保護， インド王侯国の支

配者の温存などがあげられるが，これはイギリス支配の
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恒久化には大きな役割を果たす とともに， これらの受益 しなければならず， それによっ て多く の場合修正，改正

者に非妥協的行為，ゆきすぎた権利の主張を許すこ とに を命じられるというように， 州政府は本質的に行政，立

なり ，のちにいたって強力な統一的結合の可能性を失わ 法， 財政などの面において，イ ンド政府に対 して完全に

しめるよ うな状態を醸成し， インドの政体決定にあたっ 従属的立場に立ち，両者の関係は高度に集権化された単

て，連邦制採用を唯一の可能な解決と したと論ずるので 一国家の形体をとっていたことなどを指摘しているので

ある。 ある。

第 3章では， このようなイン ドにおけるイギ リス支配 第 5章は， 1908年から1912年までの両者の関係を論じ

の発展はいかに行なわれたかを本論の主題とし，20世紀 ている。すなわち同期間において，しだいに国民の間に

以前にさかのぼって跡づける。 そこで著者は，イン ドに 政治意識の憶醒がおこ り，政治への参加を要求する声が

おける中央集権化の最初の試みであった1773年の Regu- 高まり，国民会議派を先頭に反英運動が各地におこるが，

lating Act,それに続く 1784年のピ；； トのイ ンド条令， それに対して中央政府の弾圧はきびし く， 1907年には治

1833年， 1853年の各イン ド法令，1861年， 1892年のイン 安集会法， 1910年には新聞紙法の可決となる。 しかし一

ド参事会法の内容を検討することによって， 20世紀初頭 方において イギリ スもこ の情勢に譲歩を余鎚なくされ，

までにいかにして イギリスが全インドに対する最高権力 ここにモ ーレイ ・ミン ト改革が行なわれるにいたったこ

を掌握していたかを簡単に概観し，その腿史的背景を明 と力直述べられる。 このモ ーレイ ・ミン ト改革は若干の権

らかにするこ とによって， 次章以後の本論の展開の理解 限を州政府に与えるようになっ たが，その変化は重要な

に役だたしめようとしている。 ものではなく，中央と 州政府との関係は本質的には従前

かくて第 4章以降本題にはいるわけであるが，第 4章

では20世紀初頭すなわち1900~1908年までの中央政府と

州政府との関係の性質を検討する。ここで両者の関係の

性質を決定するも のとして検討されるべきも っとも重要

な問題は，これら政府は当該国の基本法においていかな

る地位を占めているかというこ とである。この問題につ

いての解答を著者は， 1833年のインド法令な どの公文書

に求めている。同法令の文言の一部は， 「参事会に諮っ

て行動する総督は，すべての権限を有 し，州政府の民政，

軍政に関する万事について監督，管理することができる

……」 と定めているが， これらの関係文書の検討か ら明

らかにされることは， 州政府はまったく 中央政府にたい

して従属的立場におかれ，その権限は国の基本法に由来

するものではなく， 中央政府に由来するものであり， し

たがって州政府は中央の代理機関， いいかえれば， l菊車の

たんなる一駒にすぎなかったこと。行政範囲の区分もま

った＜法に晶づくものでなく，総督の裁祉にゆだねられ，

法的裏づけがなかったこ と，ま た州政府に委譲された権

限事項についても，イン ド政府はきわめて広範なコン ト

ロールを行使 したこと。 財政について も州政府はイ ンド

政府に許可なくして独自の財源をもつことができず，新

しい祖税0)賦課， 税率0)高増が不可能で， その財源を中

央にたよらざるをえなかったこと。また立法についても，

州は法案を州立法誠会に提出するまえに中央政府に提出

と変わらなかったことが論 じられる。 著者は，同改革に

よって州の立法参事会の人員と権限が拡大され，インド

人の参加が認められ， 任命制のほかに選挙制が採用され，

インド人が自分たちの不平を公式に述べる機会を与えら

れたことが唯一の改良といいう るが， それ以上に，同改

革はモスレムに対 して別個の選挙を認め民族主義運動に

深刻な打撃を与え，コミ コナル問の下和と分派的政治を

もちこみ，イン ドの将来に1陪影を投げる原因 となったこ

とを指摘している。

第 6睾 このようにモ ーレイ ・ミン ト改革．は実質的に

はなんの改良をも たらしたものでなく ，人々に幻滅を与

えたが， 1912~1930年のインド国内情勢は， 自治獲得，

非服従の民族運動が日ごとに高まり， 反英運動は各地に

彰計としておこり， 加えてヨ ーロッパにおいて第 1次世

界大戦が勃発する という 状態であった。イ ギリスはイン

ドの1仕論の鎖静とさらにはその援助をも必要としなけれ

ばな らず， このよ うな状態にあってイ ギリ ス政府が，「イ

ギリス帝国の全体の一部としてのイン ドに貨任政治を漸

進的に実現するこ とを目的として，行政の各部門へのイ

ンド人の参加の増大と自治制度を噺次発展させる」こと

を約束し，世にいうモンタギュ ー・ チェルムスフォ ード

改代を実行 し， 1919年のインド法を成立させねばな らな

くなったことが述べられる。かくして1919年の インド法

によ ってあ る程度州政府は中央政府か らのコント ロー）レ

IOぅ
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から解放され，一定の機能に対する貨任を与えられ，独

立した収入源を得，立法，行政のコントロールは緩和さ

れた。

しかしこれについて著者は，この機能の配分は厳格で

もなければ，すべて州管轄権事項は中央のコントロール

からはずされていたものではなかったことを指摘する。

すなわち州が中央政府の行為に苦情があっても，その救

済は連邦裁判所のような公平な裁判機構がなく，その決

定は総督にまかされていること。州管轄権事項について

も，すべての権限が委譲されたのではなく，もっとも璽

要な機能は知事に留保されていた。財政権も参事会に諮

って行動する知事にまかされており， したがって知事は

いかなる改革，計画に対しても拒否権を用いる ことがで

き，州に委譲された事項についてのこまかい行政にまで

かなり干渉した。また立法についても知事は州立法が可

決したいっさいの法律を否認ずることができ，州立法の

可決したすべての法律は知事•および総督の同意を必要と

したことなどをあげ，表面的には権限がインドに委誤さ

れたかにみえても，真の権限（ないぜんどして直接もしく

は間接に知事を通して中央政府にあったのである。一方

の手で談りわたされたものは片方の手で受けとられてい

たのである。それゆえその両者の関係の性質は， 1919年

のインド法の導入以後もいぜん変わらず形．一国家的それ

であったことが述べられる。

第7章，このように1919年の改正は人々に満足を与え

ることができず，自治要求は漸次力を集めていった。そ

こでイギリス政府は1919年のインド法改正の要求を認め

ざるをえず，サイモン委員会の派遣，円卓会議の開催1こ

よって王侯国を含む全インドの統一連邦国家の創設を規

定した1935年のインド統治法の成立する過程が述べられ

る。

著者はこの1935年のインド統治法においても，州政府

と連邦政府は相互に完全に独立したものではなかったこ

とを指摘する。なぜなら連邦議会は外I議会の構成員によ

って選出されており，これは連邦政府を州政府に従属せ

しめるものである。逆に，財源については州政府は連邦

政府に依存せざるをえない状態である。州の主要財源は

土地収益であるが，多くの場合それは恒久的に定められ

ており，暫定的に定められている州においてすら土地収

入を増大することはできなかった。消費税も州の他の直

要な財源であったが，会議派の禁酒スローガンによって

この財源の効用には疑問があった。他には州財源として
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のめぼしいものはなく ，州はその増大する衰任を充分な

財源がなくては処理できず，結局，中央政府の補助金が

収支を合わせる唯一の手段であった。さらに知事の権限

の拡大によって， 1935年の統治法における連邦原則にも

っとも徹底的な修正が加えられた。知事は自己の裁量に

基づいて行動し，自己の判断を行使する広範な権限を与

えられた。知事はこの裁景権の行使にあたって総督に対

してその責任を負った。それゆえ多くの場合知事は総督

の代理人として行動した。このようにして中央政府の州

政府に対するコントロールが顕著1'こなってきた。もちろ

ん1935年の統治法には両頭政治はなく，留保事項はなか

ったが，知事のこの裁景権は州と中央を結ぶ鎖となり中

央政府はコントロールの手段となった。こうして1935年

の統治法による中央政府と州政府との関係は，形式は連

邦であったが実質的には弟一国家である。それは分権化

された弟一国家ということができると論じている。

第8章，このようにして1935年の統治法規定における

辿邦制は実現されず，第 2次世界大戦の勃発は緊急事態

の宣言をなさしめ，州立法議会の権限はすべて総督に移

譲された。そして全インドはインド防衛法によって統治

され，すべての権限および資源は戦争遂行目的のために

動員され，ようやくにしてかちえた州自治は大打撃を受

けた。 、

しかし戦後独立インドは1950年新怒法を制定し，新

しい連邦制を採用した。その憲法規定において連邦政府

と州政府（この対象となるのはA, B, C州中前 2者）

の権限の配分が明瞭になされ，その権限はそれぞれの管

轄内において排他的なものとされた。そして連邦も州も

一方の同意なくして権限の配分に影響をおよぽすような

憲法改正ができないとされた。また憲法解釈および州と

連邦とのあいだ0)紛争解決の権限を有する最高裁判所も

設立された。

だが新憲法は皮相的にみれば連邦の休裁をととのえて

はいるが，連邦原則に一致しない多くの点を有すること

が指摘されるのである。まず一般に連邦制においては，

構成邦はそれぞれ自州の憲法を採択する権利があるが，

ィンド憲法においては，そのような権利が構成法に与え

られていないこと。また構成邦をいちじるしく制限する

ものとして，連邦政府は州政府の同意なく して州境界変

更の権限を有すること（第 3条）。行政面では，州の行政

権は知事に与えられているが，州知事の任命は大統領に

よってなされ（第155条）， したがって州行政の一部が連



邦の行政府に従属するだけではなく，連邦は州行政をあ

る程度コント ロールすることになる。立法面についても，

その配分は憲法に明示されているが（第246条，第 7付

則），それは厳格なものではない。すなわち連邦は， 国

家的利益のため（第24条），非常事態布告中（第250条）

には州管轄権事項に関して も立法権を行使することがで

きる。また述邦は，国際協定実施のため州の権限を削減

する立法権を有する（第253条）。財政に関して も， 州は

開発計画の喪用を調弁するため（第275条），また予算の

バランスのため連邦の援助にたよらなければならず，こ

のような補助金を賦与されるこ とによ ってコントロール

を受けざるをえないこ となど，行政，立法，財政のそれ

ぞれの分野に両者の関係の性質についての資料を求める

が， 連邦と州は実質的には相互に独立である とはいえず，

連邦は州に対 して数多くのコントロールを有しており，

前章にいれた， 構成は連邦であるけれども実質は単一的

国家構成であ るとい う結論がここで もあ ては まると述

ベ， 新憲法は箪一国家を創設したと いった方が適切だと

しヽう。

第9章，さて ここで問題とされるのは，このような本

質的には粕一国家的性質を有する連邦制は好ましいもの

であろうかということである。蒋者はこれに対してつぎ

のようにいっている。従来の連邦制は資本主義の初期の

段階における国家に適 していた。しかし時代をへるにし

たがって福祉国家の観念が自 由放任主義のそれにとって

かわり，労働争議，賃銀規制問題などに関して国家の介

入が必要とされるような社会においては，従前の厳格な

機能の配分，それも州に多くの権限が与えられていた連

邦制は，このような社会に生ずる事項を効果的に処理す

ることはできない。またイ ンドのとっ た方向は世界の一

般の傾向でもあり，たとえばスイスは憲法改正によって

連邦政府の権限を拡大している し，アメ リカ，オースト

ラリアは憲法政正を しないまでも ，司法解釈，梢行，恨

予封によ って本来の憲法の もつ意味をかえている。さ らに

資本主義経済の 自己調整機構がくずれてゆく とき計画経

済が行なわれるよう になるが，計画経済はある程度ま で

全体の統制，組織化を意味し，ま たそれは単一の中央機

関による決定を意味する。かくて連邦制において機能の

厳格な配分を行なうこ とは計画経済を実施する ことを困

難にする。それゆえこのような弟純かつ明瞭な領域基盤・

に基づく 機能の配分は時代遅れのもので，現代社会の要

語に合わないと論じ，以上からして中央と州政府との関

書評

係についてイ ンド憲法のとった態度は支持さるべきもの

であるとしている。

そこでつぎに最後に問題とされねばな らないのは，こ

のようなインドにおける連邦と州の関係は将来いかなる

方向に発展していくであろうかという 問題である。著者

はこれについて，現在世界は国際協調の方向に進んでお

り， したがって条約締結，実施に関して中央政府に権限

を集中せしめる可能性が強いこと。財政面においても，

近年後進国開発のための外国援助，借款が行なわれてい

るが，このよ うな財政援助は中央政府のコントロールす

るところであり，その立場にある中央政府の権限が強化

されること。 また州財源はきわめて弾力性に乏しく，課

税容蘇の増大なくしては州収入の増加をはかることは困

難であ るが，そのよ うな収入源はきわめてわずかで，7c

の収人源の第 1位を占めるものは連邦か らの補助金であ

って， 中央のコントロールを強めていること。さらに 5

カ年計画が行なわれているが，計画はつねに集権化を意

味し，計画決定は中央によってなされ，それによって効

果的な資金の配分がな されるから計画原則に忠実であれ

ばあるほ ど中央の権力強化がな されること，国内政治に

おいては，国民会議派が中央はいうまでもなくほとんど

全州に強力な勢力を有し，したがってかれらの作った集

権化された連邦制という憲法意図の実行に困難がないこ

となど，政治，経済の視状を分析することによって将来

もこの中央集権化的方向がたどられるであろうことを予

測している。ただこれとちがっ た事態が予想されるとす

れば，それは将来において会議派の 1党支配がくつがえ

されたときであろうと 述ぺ本書を結んでいる。

Ill 

以上が本粛の内容と著者の見解であるが，現状肯定の

理論に終始し，納得しえない点もなかにはないではない

が， 両者の関係の性質を筒潔に しかも適切に とらえて説

明しており ，これま でインド憲法史は多く書かれている

が，これを中央政府と州政府との関係にかぎって研究し

たものがきわめて少なく ，あったとしても独立以前まで

のものであったりして up-to-dateの研究魯の刊行が望ま

れていたのであるが，本書はこの点を も満足せ しめるも

のであり，このような問題の研究に関心を有する学徒に

とって是非•ー読する価値のある ものであ る。

（アジア経済研究所梅外派避員 箔合淳隆）
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